
 

2019年 社労士合格通信  

 

労働者災害補償保険法 介護（補償）給付の額に関する改正 

介護（補償）給付の額に係る限度額と保障額が改正 

平成 31年４月１日施行 

 

 

常時介護を受ける場合 随時介護を受ける場合 

 

改正前 

限度額 保障額 限度額 保障額 

105,290円 57,190円 52,650円 28,600円 

 

 

改正後 

限度額 保障額 限度額 保障額 

165,150円 70,790 円 82,580 円 35,400 円 

  

 


